
両立支援対策について

職場のハラスメント防止対策を
考えるセミナー資料



育児・介護休業法の概要(育児編）

2

（★）令和７年４月施行、
（◆）令和７年10月施行 
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育児・介護休業法の概要(介護編） 赤字 令和７年４月１日施行
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令和8年度両立支援等助成金の概要

仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する制度です。

優秀な人材を確保・定着させるために、ぜひこの助成金をご活用ください。
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【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】



6【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】
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【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】

介護離職防止支援コース
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【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】
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特に注目!!

【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】
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【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】

育休中等業務代替支援コース
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【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】



12【厚生労働省作成資料リーフレット№14より抜粋】
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助成金の対象となる事業主

１ 本助成金については以下の中小企業が

対象となります。（ただし次の２、３を除く）

２ 出生時両立支援コース（育児休業取得率の上昇等）、

育休中等業務代替支援コース（新規雇用）については、

次の事業主が対象となります。

３ 育休中等業務代替支援コース（育児休業中や育児短時間勤務中の手当支給）については、全ての事業主

が対象となります。

※ただし、資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。医療法人などで資本金・出資金を有

している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。

（まとめ）育児等に関する各ステージごとの支援

育休取得 育休中 職場復帰 育児期

出生時両立
支援コース
(子育てパパ

支援助成金）

育児休業等
支援コース
(育休取得時）

育休中等業
務代替支援
コース

育児休業等
支援コース
(職場復帰時）

柔軟な働き
方選択制度
等支援コー
ス

どちら
か選択
！

※育休取得時の受
給事業主が対象
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令和8年度人材確保等助成金(テレワークコース）

【厚生労働省作成資料リーフレットLL080401雇12より抜粋】
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「両立支援ひろば」で自社の情報を公表しましょう！！

自社の育児休業等の利用状況(男性及び女性労働者の育
児休業の取得割合、男女別の育児休業の平均取得日数）
を厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」に
おいて、公表した場合、各コース（育児休業関係）の支
給額に一定額が加算されます。

仕事と子育てなどの両立支援に関し、一定の要件を満たした

企業は「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認
定をうけることができます。認定を受けると、「くる
みんマーク」を求人広告などにつけ、子育てサポート
企業であることをPRできます。また、プラチナくるみ
ん認定企業は助成金の加算もあります。



【申請先】
佐賀労働局
 雇用環境・均等室
 ℡ 0952-32-7218

本日ご紹介した助成金は令和８年４月現在公表されている内容となります。申請をお

考えの場合は、支給要領等厚生労働省HPをご覧ください。

申請期限は各コースごとに異
なります。必ずご確認くださ
い。

16【両立支援等助成金】

【テレワークコース】

対象労働者が制度を利用する
前に実施しなければならない
要件がありますので、ご留意
ください。
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